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中央構造線・補充書１ 

第１ はじめに 

２０１６年５月３１日付債権者ら準備書面(１４)に対する反論書面として，

債務者は，平成２８年７月２５日付債務者準備書面(１４)を提出したが，こ

こでも，反論らしい反論は出来ていない。 

再反論すべき論点は多くないが，本書面を以って，必要な再反論を加えてお

く。なお，岡村意見書に対する反論については，１１月２日に岡村教授のプ

レゼンを予定しているので，その際に必要な再反論を行うこととする。 

第２ 債務者の非科学的な態度 

１ 債務者の主張 

債務者は，「債権者ら準備書面(１４)の第１から第４迄における主張は，おお

むね，書籍等に記載された事実を述べるに過ぎず，その大意において反論を

要するものではない。」(１頁)とか，「債務者は，中央構造線断層帯の性状を

把握するため，中央構造線断層帯を構成する各断層について，文献調査，地

形調査，地表地質調査，海域地質調査，地球物理学的調査等による入念な調

査を行い，各断層の変位速度や過去の地震に伴う変位量，震源断層の傾斜角
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等について評価している。」(２～３頁)と主張している。 

２ 実際の経過との矛盾 

それならば，一般に入手できる文献に中央構造線が世界最大規模の長大な活

断層で活動期が近い要注意断層の筆頭であると記載されているのに，何故，

債務者は，中央構造線の存在を無視し，その活動性を否定してきたのか。２

００５(平成１７)年３月９日の地震調査研究推進本部地震調査委員会の「別

府ー万年山断層帯の長期評価について」(乙３４)に別府―万年山断層帯の頭

部が中央構造線断層帯の東部に連続している可能性があると明記され，また，

２０１１(平成２３)年２月１８日の同委員会の「中央構造線断層帯の長期評

価について」(乙３３)に中央構造線が３６０㎞に亘って連動する可能性があ

ると明記されているのに，何故，債務者は，その後である２０１３年７月８

日の３号炉の今回の設置変更許可申請の際，敷地前面海域の断層群５４㎞モ

デルで申請を行い(甲Ｂ５７・２８頁)，原子力規制委員会の指摘を受けて，

中央構造線３６０㎞と別府万年山断層帯１２０㎞とが連動する４８０㎞を基

本モデルとした(同３１頁)のか。全く説明できないではないか。債務者の上

記主張は，実際の経過と明らかに矛盾するものであって，ここでもみられる

債務者の非科学的な態度は，危険極まりない原発を運転する事業者としての

適格性に重大な疑問を抱かせるものに他ならない。 

第３ 不確かさの考慮 

債務者も「本件発電所周辺では規模の大きい内陸地殻内地震は発生していな

い」(２０頁)としているように，中央構造線の地震の観測記録は存在しない

のであるから，しかも，原発の事故は万が一にも起こしてはならないものな

のだから，不確かさの考慮において，応力降下量，断層傾斜角，破壊伝播速

度，アスペリティ平面位置が重複して厳しくなるケースを想定し，これを踏

まえた基準地震動を策定すべきであるにもかかわらず，債務者は，独立した

評価しか行っていない(１０～１１頁)。ここでも，安全を軽視する債務者の
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非科学的な態度が顕著である。債務者は，「相互に重畳する蓋然性は極めて小

さいことから相互に重畳させる必要性はなく，独立した不確かさとして考慮

することが合理的である」(２１頁)と主張しているが，相互に重畳する蓋然

性についてのデータ自体が存在しないのであるから，蓋然性が極めて小さい

と判断することなど科学的には出来ない筈である。 

第４ 都司意見書 

債務者は，都司意見書が，伊方原発の敷地付近で６～１０ｍの津波が想定さ

れるとしていることについて，別府万年山断層帯が正断層であるのに対し，

敷地前面海域の断層帯は横ずれ断層だから，津波の高さが異なるはずだとし

て，都司意見書の津波想定を批判している。しかし，中央構造線が横ずれ断

層だとしても，債務者自身北傾斜３０度(正断層)，南傾斜８０度(逆断層)を想

定していることから明らかなように，中央構造線においても鉛直方向のずれ

の可能性が認められるのであるから，債務者の上記主張に理由はない。 

第５ 熊本地震 

１５９６年９月１日に慶長豊予地震が発生した事実は都司意見書(甲Ｂ７５)

記載のとおりであり，また，債務者が「中央構造線断層帯と別府ー万年山断

層帯が全区間(約４８０㎞において連動して活動することを前提に地震動評

価をおこな」った(２８頁)ことからも，同じ中央構造線上の熊本地震が大分

に波及した事実は，さらに東に連動する危険を告げるものである。債務者は，

「２０１６年熊本地震が中央構造線断層帯の活動を誘発するとの確定した知

見はなく」(２９頁)と主張しているが，１５９６年９月１日の慶長豊予地震

の観測記録すら存在しないのであるから，「確定した知見」などある筈がなく，

「確定した知見」がないから連動しないといえる筈もない。 

以上 
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